
No 頁 項目 計画案 修正内容（修正は下線部） 修正理由

第１章　計画の基本的な事項

1 1
１　計画改
定の趣旨

（以下、本計画という） （以下「本計画という」。）
表記を統
一するた
めの修正

2 1
１　計画改
定の趣旨

（以下、「アンケート調査」という。） （以下「アンケート調査という」。）
表記を統
一するた
めの修正

3 2
２　スポー
ツの捉え方
と意義

●（２）スポーツの意義
障害の有無に関わらず、 障害の有無にかかわらず、

表記を統
一するた
めの修正

第２章　計画の取組状況と課題

4 5

１　子ども
（18歳未
満）を対象
とした取組

●（２）今後の課題
（以下、「体力等調査」という） （以下「体力等調査」という。）

表記を統
一するた
めの修正

6 11

２　大人
（18歳以
上）を対象
とした取組

●（２）今後の課題
障害の有無に関わらず、 障害の有無にかかわらず、

表記を統
一するた
めの修正

7 15

３　杉並ら
しさを生か
した環境を
整える取組

●（２）今後の課題
また、感染症への不安から、地域のクラブなど人が集まる活動の停滞
や、種目や年代によって活動機会への影響に格差が生じている状況に応
じた支援が求められます。

また、感染症への不安から、地域のクラブなど人が集まる活動の停滞
や、種目や年代によって活動機会への影響に格差が生じているため、状
況に応じた支援が求められます。

適切な記
述に修正

8 15

３　杉並ら
しさを生か
した環境を
整える取組

●（２）今後の課題
図12のとおり、多くの人がテレビ等で観戦・応援しており、大会をきっ
かけに、様々な障害者スポーツやパラリンピック競技が認知されたこと
が分かります。

図12・13のとおり、多くの人がテレビ等で観戦・応援しており、大会を
きっかけに、様々な障害者スポーツやパラリンピック競技が認知された
ことが分かります。

適切な記
述に修正

第３章　計画の体系と取組内容等

9 18
１　計画の
体系

●（２）スポーツに親しむことができる場の充実
②施設のユニバーザルデザインの推進 ②施設のユニバーサルデザインの推進

誤記によ
る修正

健康スポーツライフ杉並プラン（杉並区スポーツ推進計画　令和４年度（2022年度）～令和12年度（2030年度））（案）の修正について

5 10

２　大人
（18歳以
上）を対象
とした取組

意見を踏
まえ、よ
り適切な
記述に修
正

別紙２



No 頁 項目 計画案 修正内容（修正は下線部） 修正理由

10 21

２　取組方
針１　子ど
も（18歳未
満）のス
ポーツ・運
動・遊びの
推進

●（エ）特別な支援を要する児童・生徒のスポーツ・運動の推進
区内の特別支援学級の連合行事である連合運動会を実施し、集団での活
動を行いながら、子どもの発達に合わせたスポーツ・運動の経験を広げ
ます。

区内の特別支援学級の体育の授業などにおいて、児童・生徒の発育・発
達に適した体力づくりに取り組むとともに、近隣校での交流を行うな
ど、児童・生徒のスポーツ・運動を推進します。

適切な記
述に修正

11 21

２　取組方
針１　子ど
も（18歳未
満）のス
ポーツ・運
動・遊びの
推進

●（イ）新たな中学校運動部活動支援事業の推進
モデル事業（令和５年３月まで）を区立高円寺学園において実施する。

モデル事業（令和５年３月まで）を区立高円寺学園において実施しま
す。

表記を統
一するた
めの修正

12 27

３　取組方
針２　大人
（18歳以
上）のス
ポーツ・運
動の推進

●Ⅲ【ときどきタイプへ】継続しよう！多様なスタイルで
区民・団体等の成果発表となる区民体育祭等の開催を通じて、スポーツ
の継続を支援します。

区民・団体等が日頃の練習の成果を実感し、また発表の場となる区民体
育祭等の開催を通じて、スポーツの継続を支援します。

意見を踏
まえ、よ
り適切な
記述に修
正

13 28

３　取組方
針２　大人
（18歳以
上）のス
ポーツ・運
動の推進

●（ア）区民体育祭、スポーツ・レクリエーション大会の開催
日頃から各種のスポーツを行っている区民・団体等の成果発表と、交流
の場となる区民体育祭、スポーツ・レクリエーション大会を年１回開催
します。

区民・団体等が日頃の練習の成果を実感し、また交流や発表を行う場と
して、区民体育祭、スポーツ・レクリエーション大会を年１回開催しま
す。

意見を踏
まえ、よ
り適切な
記述に修
正

14 31

４　取組方
針３　誰も
がスポーツ
に親しむこ
とができる
環境づくり

障害の有無や年齢等に関わらず、 障害の有無や年齢等にかかわらず、
表記を統
一するた
めの修正

15 33

４　取組方
針３　誰も
がスポーツ
に親しむこ
とができる
環境づくり

②　施設のユニバーザルデザインの推進
●（ア）施設のユニバーザルデザインの推進
ソフトとハードの両面から一体的にバリアフリーを進めることで、障害
の有無にかかわらず、多様な人々が利用しやすい施設のユニバーサルデ
ザイン（※）を推進します。

②　施設のユニバーサルデザインの推進
●（ア）施設のユニバーサルデザインの推進
ソフトとハードの両面から一体的にバリアフリーを進めることで、障害
の有無にかかわらず、多様な人々が利用しやすい施設のユニバーサルデ
ザイン（※）を推進します。

誤記によ
る修正

16 33

４　取組方
針３　誰も
がスポーツ
に親しむこ
とができる
環境づくり

●（イ）障害当事者とともに進める誰もが使いやすいスポーツ施設づく
り
障害者の不便さに気付き、それを無理なく解決するため、障害当事者、
支援者、スポーツ施設職員等が対話型の意見交換を行い、施設利用に当
たっての障害者への合理的配慮の提供の促進を図ります。

障害者の困りごとに気付き、それを無理なく解決するため、障害当事
者、支援者、スポーツ施設職員等が対話型の意見交換を行い、施設利用
に当たっての障害者への合理的配慮の提供の促進を図ります。

適切な記
述に修正


